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水防とは・・・ 

 

 主に火災の発生を警戒したり、消火したりすることを「消防」

というように、水害の発生を警戒したり、土のうなどで水があふ

れるのを防ぐことを、「みず」から「ふせぐ」と書いて「水防」

と呼んでいます。 

 

 洪水時あるいは洪水のおそれがある時に、地域に住んでいる

人々（住民）が中心となって、土のう積みなどの水防工法で川が

あふれるのを防いだり、注意を呼びかけたり、避難をしたりする

ことで、水害による人命や財産への被害を防止あるいは軽減する

ことが「水防」の主な活動ですが、国や地方自治体も、気象や河

川に関する情報や水防資器材（排水ポンプ車等）の提供などを通

じて住民の活動を支援しています。 

 

 「水防」とは、こうした水害に立ち向かう自助・共助・公助を

すべて含めた概念であると言うことが出来ます。消防のような火

災や地震等が起こった後の対応ではなく、水害を未然に防止する

ことを究極の目標としていますので、人目につきにくく、さらに

効果がわかりにくいのですが、地域の安全のために重要な役割を

担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防シンボルマークは、水防月間制定

２０周年記念として公募・決定し、水

防活動の広報等に使用しています。 

【水防シンボルマーク】 

水防工法（積み土のう工） 

国土交通省 水防の基礎知識ホームページ 
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/kisotishiki/ 


